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私が冒頭に申しあげることは、決して皆さん

にとって驚きではないと思います。けれども、

これだけの規模の経済的なショックというの

は、まさに未曾有でありまして、前例のない危

機を現在、われわれは体験しています。この衝

撃は、すべての国に大きな打撃を与えました。

特に貿易面で多大な悪影響を受けています。 

保護主義の動きをモニタリング 

今回の景気後退で日本は特に脆弱でありま

す。というのは、日本経済の中心は、まさに貿

易にあるからです。貿易が日本の経済活動の約

２０％を占めています。中国、アメリカ、ＥＵ

といった日本にとっての最大の輸出先の需要

が縮小しているために、日本経済は大きな打撃

をこうむっているわけです。 
貿易状況が悪化していることは、日本にとっ

て深刻な懸念であるということは、よく承知し

ています。昨日到着して以来、日本の政界や産

業界の指導者の方々が表明される懸念に注意

深く耳を傾けてきました。当然のことながら外

国市場で保護主義的な措置が適用されること

を皆さん懸念されています。と言いますのは、

日本の輸出の約９０％を構成している工業製品

が、将来の保護主義的な行動のターゲットとし

て最も高い可能性を持っているからです。 
日本の指導者の方々は、私と同じように、ま

ずやらなければいけないことは、事態がさらに

悪化するのを阻止することだということをよ

く認識されています。現時点まで日本政府は貿

易制限的な措置を講じてはいません。これは日

本に悪影響を与えるからです。 
私は先月、ＷＴＯの加盟国に報告書を出しま

した。その中で、世界各地にみられる貿易制限

的な措置の実例を取りあげました。現在のとこ

ろ、各国政府は、各国で高まっている保護主義

的な圧力を阻止することを比較的上手にやっ

ています。しかし、今後ともこのモニタリング

を続けていくつもりです。３月中旬には第二弾

の報告書を出す予定です。それまでに貿易のフ

ローに悪影響を与えるような措置が講じられ

る例があれば、それを取りあげる予定です。 
ＷＴＯでは、このようなトランスペアレンシ

ーへの取り組みというのが、一つのピアレビュ

ー（同僚同士による調査）として貿易システム

にとって障害となるような、さらなる行為を阻

止する助けになることを期待しています。これ

は、このような取り組みが、今回の経済危機か

ら脱却する最善策の一つであるというふうに

思っているからです。 
日本を含めてＧ２０の各国は、昨年の１１月に

貿易制限的な措置の実施については、スタンド

スティル（現状維持）のコミットメントをして

いることを思い起こさなければなりません。す

べての参加国がこのコミットメント（規律）を

遵守し、それを守っている国が不利な立場に立

たされないように役に立てばと願っています。 
このグローバルな景気の回復に貢献するも

う一つの手だては、ドーハラウンドを妥結する

ことです。多くの批評家が的確に指摘しますが、

ＷＴＯのルールにはギャップがありまして、加

盟国が国際的な義務を遵守しながら貿易制限

的な措置を行使することが可能であると規定

しています。事実、ＷＴＯ加盟国は、既存のル

ールを守りながら輸入関税の水準を２倍に引

き上げても許される例もあります。 
需要がこれだけ急激に落ち込んでいる中、高

い輸入関税は、需要を抑止する効果があると指

摘されています。ドーハラウンドがいま交渉の

テーブルに乗っているものをベースに成功裏

に妥結されれば、グローバルにみて、輸入関税

が１，５００億ドル引き下げられることになりま

す。これは、まさに各国経済を飛躍的に回復に

向かわせるためのグローバルな景気刺激策に

なり得るわけです。 
日本の指導者の方たちは、日本がグローバル

な貿易システムから、他の国よりも多く裨益し

ているということをご存知です。また、日本に

とって上位５カ国の貿易相手国とは二国間の

貿易協定を結んでいないということもよく承

知します。その意味では、ＷＴＯのルールに依

存せざるを得ないわけです。だからこそ、日本

の指導者の方々は、ドーハラウンドの早期妥結

のために多大なる努力をはらっているわけで

す。 
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ＷＴＯではタダ飯なし 

しかし、日本が農業や漁業において守りの利

害を持っていることはよく分かっています。た

だし、ＷＴＯにおいては、最貧国を唯一例外と

して、タダ飯というのはありません。日本は、

すでに交渉のテーブルに乗っているものをベ

ースに考えても、多くのものを獲得できる立場

にいます。 
４月２日、ロンドンでＧ２０の首脳会議が再び

開かれる予定です。現下の危機に対処するため

の選択肢を広げることを目標にしています。昨

年の１１月に行われた前回の会議で、保護主義

を排しドーハラウンドの妥結を推進するとい

う首脳間のコミットメントが確認されました。

今度の首脳会議においても、少なくとも同じ程

度のコミットメントは必要となってくると思

います。 
貿易問題に関するＧ２０首脳のクレディビリ

ティは、ほかのアジェンダにおいて首脳がとる

決定と切り離すことはできません。ほかのアジ

ェンダとは、各国の国内向けの景気対策案や将

来のこのような金融危機を未然に回避するた

めの国際金融のきちんとした規制の基礎をつ

くることです。 
今回の訪日では、関係者の方々と貿易金融の

問題についても議論させていただきました。つ

まり、どうすれば輸出信用保険を強化すること

ができるのか。また、民間の銀行が貿易金融の

貸し付けを復活させるため、どうすれば流動性

をプール化することができるのかということ

です。この分野において日本が積極的にかかわ

ってくださったことに私は感謝しています。 
また、エイド・フォー・トレード（貿易のた

めの援助）の問題についても議論しました。こ

れは、ＯＤＡの中で途上国が貿易機会を活用す

ることができるよう、能力構築（キャパシテ

ィ・ビルディング）を行わせるための援助です。

日本は、２００５年の香港のＷＴＯ閣僚会議以来、

この分野においては主要な役割を果たしてく

ださっています。今回この分野における日本の

取り組みを今後とも維持する意図を持ってい

ると聞き、感謝しています。 

＜ 質 疑 応 答 ＞  

質問 ドーハラウンドでは、農業分野の重要品

目の数について、いまテーブルに乗っている案

よりももっと多く、その取り扱いについてはも

っと十分に確保すべきだというのが日本の主

張の一つです。この主張について、各国の理解

をもっと得るためにいま日本は何をすべきな

のか。調整役であるラミー事務局長からアドバ

イスがあればお聞かせいただきたい。 

ラミー 私自身が交渉を行っているわけでは

ありません。交渉担当者がこの交渉を妥結させ

ようと集団的に目標を達成するお手伝いをし

ているにすぎません。 
現在、交渉の対象となる項目は２０残されて

いるといわれています。日本は、そのうち２つ

の項目について守りの立場で、１８の項目につ

いては攻めの立場です。 
日本が守りの立場である２つの項目という

のは、一つが農業の市場アクセス。これは驚く

に値しません。そしてもう一つは漁業補助金で

す。もっと驚くに値しません。漁業補助金につ

いては、まだかなりテクニカルな作業が残され

ています。というのは、ＷＴＯにとっても漁業

補助金というのは新しい活動分野だからです。 
農業の市場アクセスについては、ほとんどで

きあがっているのですが、これから調整をしな

ければいけない部分がまだ少し残っています。 
農業の市場アクセスについて、現在、交渉の

テーブルに乗っているものをみてみますと、日

本は、日本が抱えているセンシティブ（機微）

な問題について、具体的な成果を数多く得てい

るというのが本当のところです。 
日本の交渉担当者は大変強硬なラインをと

っています。いまテーブルに乗っているものは、

日本の農業にとって市場アクセスを大幅に拡

大することから一定の保護を与えているけれ

ども、それでは全く不十分だというスタンスを

とっています。ほかの主要な交渉相手国、主に

農業輸出国は、日本がそのセンシティビティー

を守るためにすでに多くのものを日本に与え

ていると主張しています。 
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農業の市場アクセスで３つ問題残る 

私の感触では、農業の市場アクセスにおいて

は、センシティブな品目の数、上限関税、新し

い関税割り当ての創設の３つの問題が残って

います。この３項目については限られています

が、ある程度操作する余地がまだあります。し

たがって日本は、この３分野については一緒に

検討する必要があります。日本の貿易相手国は、

この３分野においてさらに譲歩するためには、

１分野の交渉結果いかんにより残り２分野の

交渉が左右されると考えているからです。 
最終的には、ＷＴＯの他の１５２カ国の加盟国

と同様、日本は７年前に合意されたマンデート

によって縛られているわけです。このマンデー

トによりますと、この分野の交渉によって農業

の市場アクセスの実質的な改善をもたらさな

ければならないとされています。この実質的な

改善というのは、途上国にとってよりも、先進

国にとってより大きいものという意味です。 

質問 夏までに閣僚会合を開くような予定が

あるのでしょうか。開かれそうな場合、もしく

は開かれない場合、その背景について教えてく

ださい。もう一点、その場合に焦点となるのは

アメリカの姿勢だと思います。現時点でラミー

事務局長は、アメリカの交渉スタンスについて、

どのように感じていますか。 

ラミー もちろん、この交渉というのを可及的

速やかに政治的なレベルに戻したいというこ

とを私は考えています。われわれは、すでに仕

事の８０％はなし遂げていると思います。残さ

れた仕事は２０％です。この残り２０％を動かす

には大変複雑な相互作用に基づいていかなけ

ればなりません。まず専門家レベルでのテクニ

カルな交渉、これは１月中旬以来、全面的にジ

ュネーブで行われつつあります。それに政治的

なプッシュが必要ということで、閣僚レベルで

のトレードオフの調整を行う必要があります。 
それを決定するうえで２つの要素を考慮に

入れなければいけないわけです。１つ目の要素

は、テクニカルなレベルでの作業の進捗状況で

す。すなわち技術的なレベルでのクッキング

（調理）がどの程度進んでいるかということで

す。２番目は、閣僚が妥協を行う政治的な用意

がどの程度できているかです。 
農産物の関税、それから工業製品の関税、こ

れが次回、我々が乗り越えなければいけないハ

ードルとして残されています。この２つにつき

ましては、まだ若干のテクニカルな作業が残さ

れています。 

米国の交渉スタンスは未定 

政治的なレベルでは、いま適切に指摘いただ

きましたように、われわれは、まだアメリカの

交渉スタンスというのを待っている段階にあ

るわけです。アメリカでは、まだ通商交渉を担

当するチームが立ち上がっていませんので、そ

れにどれぐらいの期間を要するかということ

にかかっているわけです。新しい通商交渉のチ

ームは上院の承認を受ける必要があります。 
以上が手続的な問題なのですが、それ以外に

実質的な問題も幾つかあります。アメリカの新

政権、アメリカの議会、両院で、アメリカの貿

易政策についての見直しを行うわけでありま

す。アメリカが国際貿易における交渉スタンス

を調整するかどうかという、非常に重要な決定

を行わなければなりません。その中にはＷＴＯ

の多角的なシステムに対するスタンスも含ま

れています。それだけではありませんが。 
したがいまして、ご質問に対する答えは、私

にはいまはわかりません、と申しあげざるを得

ません。たとえわかっていると思ったとしても、

いまの段階でアメリカが行おうとしている最

終的な決定を予測することは、ちょっと不注意

になりますので、この場で公表はできないと思

います。私は、単に加盟国を助けるために事務

局長をやっているにすぎないのですから。 

質問 保護主義に関して、ＷＴＯとしてもモニ

タリングを続けていくということですが、ＷＴ

Ｏルールとのギャップが存在する中で、それが

どれほどの効果を持つのか、その実効性につい

て。いまも保護主義的な動きは拡大しているわ

けです。今後、より強力な措置をとる必要があ

るのかどうか。この２点についてうかがいます。 
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ラミー ＷＴＯとして現下の貿易面での危機

にできることは、まず第一に、通常の使命とし

て、保護主義に対抗するための保険のようなも

のを提供しているわけです。これは６０年間培

ってきたＷＴＯの分厚いルールということで

ありまして、過去の歴史から教訓を学び、ＷＴ

Ｏの加盟国というのは、こういった規律によっ

て縛りがかけられているわけです。 
どうやってこれが機能しているかという一

つの例を示します。例えばアメリカの景気対策

法案におけるバイアメリカン条項に関しての

審議をみていただきたいんです。アメリカで、

政府調達に関してのバイローカル、バイアメリ

カンの部分を維持することができるかどうか

ということを検討した結果、ＷＴＯの政府調達

協定の規律を守るためにはこれに従わなけれ

ばいけない、という結論を引き出したわけです。 
また、ＷＴＯの加盟国は、その規律を守りな

がらある程度操作するマージン（余地）という

のが与えられています。１５３カ国全体の加盟国

ではないんですけれども、Ｇ２０のスタンスとし

ましては、貿易阻害になる場合は、このような

マージン（余地）を使うのを控えるというもの

です。ここでモニタリングの取り組みが活かさ

れるわけです。 
これまでのところ、われわれのレーダースク

リーンに上がってくるもので劇的なものは何

もないわけであります。あちこちにちょっとひ

っかかっている点はありますけれども、非常に

明るい、非常に大きなものは、いまのところあ

りません。 
このレーダースクリーンの２回目の結果が

出るときに、いま以上に懸念材料となるような

スポットが出てこないことを願っています。け

れども、それはこの時点では予測できないこと

です。しかし、３月中旬をめどに第二弾のレポ

ートを出そうと思っておりますので、それに向

けて資料を集めて、事実を集めて適切な分析を

行いたいと考えています。 
多国間のルールのシステムを強化するため

には、ＷＴＯ加盟国のコンセンサスが必要とな

ります。そこでドーハラウンドの交渉に話を戻

さざるを得ません。このマンデートが呼びかけ

ていますのは、まさに既存のルールのシステム

を補強し、強化し、時には全く見直すというこ

とです。ラウンドのマンデートというのは、先

ほど私が言及した２０の項目にまたがってそれ

を実行することであります。ですから、ルール

を強化する最善のやり方というのは、ドーハラ

ウンドを妥結することだと思っています。 

質問 食料需給が世界的に逼迫する中、自分の

国の食料は自分たちで賄うという、食料主権と

いう考えが必要なんだという声が日本国内で

も高まっています。そんな中で、いまのＷＴＯ

の枠組みの交渉ですと、特に日本にとって食料

主権が守られないのではないかというような

懸念の声も上がっています。例えば農業におい

て、今後、ＷＴＯで特別の配慮をする用意があ

るかどうかお聞きしたいんですが。 

食料自給でＷＴＯの合意なし 

ラミー 第一に、そうおっしゃる数字の根拠に

ついて、確信が持てない部分があります。 
日本は、農業だけ考えると、確かに食料の自

給率が低いわけです。ただし、食料ということ

で、農産物に限定することはないと思います。

水産物も食料であるわけです。ですから、本当

に食料自給率を強化したいと思えば、日本の場

合は、農産物のみならず、水産物も入れて自給

率を考えた場合、必ずしも世界で最も低い食料

自給率の国の一つということにはならないと

思います。 
それから２番目に、自給という原則について

は、ＷＴＯ加盟国の間では合意が成り立ってお

りません。それには単純な理由がありまして、

ＷＴＯの多くの加盟国にとって、食料を自給す

るということは、自然条件、地理的な条件から

不可能であるからです。 
ですから、基本的な問題としては、地球全体

でみて食料の自給が成り立っているかどうか、

これが真に問うべき問題だと思っています。そ

ういう意味での需要と供給にアンバランス（不

均衡）が拡大しているということは事実でして、

この問題には対処しなければいけません。 
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ＷＴＯはこの問題について国連にできたタ

スクフォースに参加しています。真に問うべき

なのは、国際貿易においてどのような形で食料

がその生産地から消費地へ流れることに貢献

できるのかということです。適正な妥協点を見

出していかなければいけないと思います。 
一方では、開放された貿易のメリットがある

ということです。農業にとってすべて重要な、

土地、水、土壌、空気といった入手可能な資源

を効率的に使うという考え方があります。農業

が使っているこういった天然資源の多くは希

少であるという問題がありますので、これをよ

り効率的に使えるようにしていかなければい

けないという問題があります。 
しかし、他方、農業の特異性というのがあり

ます。食料という性格上、ソックスとか、タイ

ヤとか、ショートパンツのようなものをつくっ

て貿易するのと食料は違うわけです。そういう

意味では、国際的な分業体制というのも、食料

の場合はほかの品目と同じにとらえることは

できないわけです。ですから、妥協するにして

も、食料の場合は特殊性があるということです。 

質問 保護主義を阻止しなければいけない。ド

ーハラウンドを妥結させるということで、日本

は十分な手だてを講じていると思っていらっ

しゃるでしょうか。 
また、日本は世界貿易からの最大の裨益国で

すが、そういった立場である日本が、今後貿易

を促進して、世界経済をこの不況から脱却させ

るうえで何をなすべきとお考えですか。 

最終的には合理的な行動をとる 

ラミー 最終的には交渉担当者は合理的な行

動をとると期待しています。もちろん、その通

りになるかということについては、議論の余地

があると思います。しかし、それ以外にお手伝

いをするやり方がありません。 
貿易をより開放し、また規律をより高めるこ

とによってシステムのバランスをとり直すと

いうこと。すなわち、システムをより開発フレ

ンドリー型にしていくということが日本の利

益にかなっていると思っています。 
昨年来、保護主義が台頭し始めたという認識

は、ことしになってより強まるでしょう。中国

と同様にラウンドを妥結するということが、戦

略的にみて、基本的に日本の利益にかなってい

ると思います。というのは、ラウンドが妥結す

れば、国際貿易の予測可能性、安定性、透明性

が高まるからです。いままで国際貿易は、日本

の成長、福祉、貧困削減において非常に重要な

役割を果たしてきました。 
しかし、交渉には戦略だけではなく戦術も絡

んできます。戦術的な観点からみると、日本の

納税者の利益から考えて、交渉に残された２０

の項目のトレードオフについて、日本として実

際何を求めているかということをあまり早い

段階で見せてしまうことは利益にかなってい

ない、という考え方は理解することができます。 
過去６０年間のＧＡＴＴとＷＴＯにおける経

験をひもといてみて、引き出すことができる結

論というのは、日本の交渉担当者は大変クレバ

ーだったということです。いままで８回行われ

たラウンドのすべてにおいて、結果として日本

はたくさんの利得を得ています。前回のラウン

ド以来、日本で革命が起きたわけではありませ

んので、特に今回のラウンドで違った結果が出

るはずはないと思います。 
厨房といえるような事務局にいる立場から

みて申しあげることができるのは、日本の交渉

担当者の方たちは、交渉のあらゆる分野におい

て非常に活発に携わっていらっしゃいます。も

ちろん、その行動のとり方というのが、必ずし

もブラジル人とかイタリア人とかアメリカ人

のような形で表立って目立つというやり方で

はないかもしれませんが。 
ですから、真の課題というのは、日本が最終

的なポジションを固めるのがいつのタイミン

グがいいかということなんです。現在の脈略を

受けて私のほうからアドバイスさせていただ

くとすれば、日本としてあまり長く待ち過ぎな

いほうがいいと申しあげたいと思います。
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